
宮沢サマーフェスタ開催出店者要綱 

 

宮沢連合自治会会長 小島 進  

 

            

                            

 

開催日時 ： 令和５年 8 月 12 日（土） 15:00～20:00（荒天の場合 中止） 

 

会  場 ： 宮沢第四公園 （松林公園） 

 

催  事 ： 特設テント内での飲食物並びに物品販売他、特設ステージでの催し他 

      

 

特設テント出店ブース概要 

 

（１）基本設備 １ブースの間尺と貸し出し備品は下記の通り 

        テント × １／２張 

        長机  × ２卓 

        椅子  × ３脚 

        店頭照明 × １灯／張 

       （机，椅子が更に必要な場合は出店者様でご用意ください） 

      

（２）出店料 無料 

 

（３）出店募集数 20 店前後 

 

（４）募集内容 

   飲食物，物品販売，遊戯施設 

    

（５）電源およびＬＰＧガスが必要な場合（店頭照明除く） 

   電気料 無料（電源用コンセント ２口） 

ＬＰＧガス 1,000 円（ガス供給口 ２口） 

 

（６）臨時飲食店営業許可手続 

   簡易な調理加工を伴う飲食物の販売については実行委員会が一括して 

   臨時飲食店営業許可を取得します 

    （但し、臨時飲食店営業許可の他に必要となる法令上の許可・届け出は 

     各出店者において遺漏なきよう手続きをお願いします） 

 

（７）出店に際し、必要な機材・設備が必要な場合は、実行委員会より有償でお貸しいたします。 

   必要な場合は宮沢連合自治会ホームページよりメールでお気軽にお問合せ下さい。 

   （例）タコ焼き器，フライヤー，ホットウォーマー，クレープマシン等 

   数に限りがあります，必要な場合は早めにご連絡ください。 



出店について 

 

（１）出店については宮沢連合自治会会員に限ります。 

   但し，宮沢連合自治会会員以外の方でも，今春（令和５年）の宮沢フリーマーケットに 

出店された方に関してはこの限りではありません。 

 

（届出先一覧） 

 

販売内容 出店者 承認者 

飲食物（調理加工品）  

宮沢連合自治会会員 

 

宮沢連合事務局 飲食物（非加工品）※１ 

飲食物以外 

飲食物以外 非宮沢連合自治会会員 宮沢連合自治会会長 

※１…非加工品とは、未開封のもので、他の容器（紙コップ、紙皿など）に移さずに 

   そのままの状態で販売するものに限ります。 

   （但し常温保存できるものに限ります） 

 

（２）食品衛生に十分注意し、食中毒が発生しないよう最大限の注意と設備（冷蔵設備等） 

   をお願いします 

 

（３）実行委員会による運営上の要請、食品衛生管理上の指導には誠実に対応願います。 

 

（４）実行委員会が配布する出店者説明概要、食品衛生ガイドラインを必ずご確認いただき 

   飲食物出店者は添付の確認書に署名をお願いいたします。 

 

（５）暴力団等、反社会的組織と関係がある団体・個人の出店は認められません 

 

（６）実行委員会に事前に申し込んだ商品以外の物品を販売する事はできません。 

 

（７）（１）から（６）のいずれかに反すると実行委員会がみなした場合は、出店を 

   取り消させて戴く場合があります。 

 

（８）各出店の仕入、販売は出店ブース毎で独自に行い、またそれにより発生した利益は 

各出店ブースのものとします。 

 

（９）荒天時の中止による仕入の損失に関しては、いかなる場合においても実行委員会 

   では補償しませんので、了承のうえ出店をご検討下さい 

 

（１０）出店を希望される方は 7月末日までに下記何れかの方法でお申し込み下さい 

    ① ホームページ内の出店者応募フォームに必要事項を記載し送信する。 

    ② 応募用紙をお住いの自治会，町内会会長から受け取り，必要事項を記載し 

      町内会長に提出。 

 



宮沢サマーフェスタ出店者注意事項（細部必読） 

 

宮沢連合自治会事務局 和田 岳征 

 

 

１， 宮沢サマーフェスタの金券取り扱いについて 

  ※ 金券は連合自治会が来場者の一部（祝儀返礼）と学生ボランティア， 

ポスター応募の子どもたちに配布する物です。 

① 利用期間は開催当日（令和５年 8 月 12 日）のみ 

  ② 金券を硬貨または紙幣と換金する事はできません 

  ③ 場内の全ての有料ブースで利用が可能です（食品販売、遊戯施設利用） 

  ④ 購入商品および遊戯施設利用料が額面に満たない場合でもつり銭は不要です。 

  ⑤ 金券は開催日翌日（13 日）の午前中に宮沢会館にて硬貨または紙幣と換金します。 

    但し少額（1000 円以内）の場合は当日 20 時までに本部で換金します。 

 

    その際に金券の枚数と金額合計を記載した紙を添付してお持ちください 

 

２， 仕入および販売に関して 

  ※ 開催時間が 15：00～20:00 までとなっています。 

    販売から１～２時間で販売商品が全て品切れになる様な事が無いように 

    仕入量には十分に注意を払ってください。 

     

  ※ 販売価格は大量の仕入量を考慮した上で，適切な販売価格を設定して下さい 

（出店者が損をするような事がない様に） 

    例 ） フランクフルト販売 

       仕入量 1,000 本  仕入価格  80 円／本 ＝ 80,000 円（雑費込） 

       販売量  400 本  販売価格  200 円 ／本＝ 80,000 円 

       1 本 200 円で販売すれば 1000 本を仕入れても 400 本売れば赤字にはならない 

 

※ 飲食物を取り扱うブースは関しては、出店関係者以外はブース内に立ち入らない様に 

    十分に注意して下さい。食中毒誘発の可能性をなくすため。 

出店関係者はそれと判るようにしておいて下さい（例えば揃いのバンダナや腕章） 

    部外者が立ち入っていると思われる飲食ブースはその場で販売を停止してもらいます。 

 

  ※ 食品販売ブースには、必ず手洗い用の消毒剤を常備常設して下さい 

    （開始時に消毒剤が設置されていないブースは販売を認めません） 

 

  ※ 生ものの取り扱いには十分に注意を願います。生ものを扱う場合は必ず保冷機を 

    常備して適切な温度管理を願います。 



  ※ 食材を購入した際のレシートは必ず 1 週間は保管しておいて下さい。 

    （食中毒などが発生した場合に必要になります） 

 

※ 今回説明の衛生管理につて、自店に関わる担当者すべてに周知徹底する様に 

お願いします。 

 

  ※ つり銭は各ブースにてご用意ください（こちらでは用意いたしません） 

 

３、 ゴミの処理方法について 

  ※ ゴミステーションを飲食ブース中央に設けます。 

    但し，飲食販売ブースでもゴミ回収用の袋を設置してください（袋は用意します） 

    ゴミは連合で回収します。 

     

    ※ ゴミは纏めて翌週月曜日に業者が回収にきます。ゴミ分別の徹底を 

お願いいたします。 

      開催当日の収集時に、分別が出来ていないゴミは回収しませんので、 

各ブースでお持ち帰り戴くことになります。 

 

  ※ ゴミの分別は、横浜市循環局規定に則ってお願いします。 

 

   

４、 多くの来園者に楽しんで戴くために 

  ※ 各ブースに於いては、時間帯により非常に混雑する状況が想定されます。 

    混雑緩和策を各ブースにてご検討いただき、円滑な販売のご協力お願いします。 

    （並び方など周りのブース，歩行者の迷惑にならない様に整列方向など） 

 

  ※ 金銭の取り扱いおよび受け渡しには十分注意を払っていただき、トラブルの無いよう 

    ご協力をお願いいたします。 

 

  ※ 開催中は園内ステージに於いて、断続的に演奏や演舞等の催しがあります。 

    来園者に対するブースへの呼び込み等については、ステージの催しの妨げに 

    ならない様にご配慮下さい。 

    また，演奏等の妨げになる鳴り物（音楽を流す，ラッパを吹く，打楽器を叩く）は 

    ご遠慮下さい。 

 

  ※ 接客応対の横柄な対応は、宮沢サマーフェスタ全体の品位を下げます。 

    来園者、出店者双方が最後まで楽しめるように十分な配慮をお願いします。 


